
ストマ材料取扱業者 公募要項（退院支援・自費購入斡旋目的） 

 

1．目的 

本院では、ストマ造設患者が退院後も安心して療養生活を継続できるよう、退院支援の

一環として、ストマ材料の購入に関する情報提供体制の整備を行っている。 

本公募は、退院後に患者が自費でストマ材料を購入する際の相談先・購入先として、患

者に紹介（斡旋）する事業者を選定することを目的とする。 

なお、本公募は、本院による物品購入、特定事業者との独占的取引、または患者に対す

る購入の強制を目的とするものではなく、患者の自主的な選択を尊重した上で、適切な情

報提供を行うための体制整備として実施するものである。 

2．業務内容 

選定された事業者は、以下の業務を行うものとする。 

(1) 退院後に患者が自費で購入するストマ材料に関する情報提供 

(2) 患者または家族からの相談対応（本院が認めた範囲内） 

(3) ストマ材料の使用方法・管理方法に関する説明 

(4) カタログ・資料等の提供 

(5) その他、退院支援の目的に沿って本院が必要と認める業務 

※本業務は診療行為または看護行為に該当するものではない。 

※患者が購入する事業者および製品の選択は、患者本人の判断によるものとする。 

3．応募資格 

(1) ストマ材料の取扱実績を有する法人であること 

(2) 医療機関または患者向け販売の実績を有すること 

(3) 安定した供給および相談対応体制を有すること 

(4) 関係法令および本院規程を遵守できること 

 

 

 



4．応募書類 

(1) 応募申請書（書式任意） 

(2) 会社概要 

(3) ストマ材料取扱実績 

(4) 取扱製品・サポート体制資料 

(5) 法令遵守に関する誓約書 

5．選定方法 

提出書類に基づき、本院にて総合的に評価・選定を行う。 

必要に応じてヒアリングを実施する場合がある。 

6．公募期間 

令和 8年 1月 19 日 ～ 令和 8年 1月 26 日 

７．書類提出先 

地方独立行政法人 長野市民病院 財務課 宮澤 

８．問い合わせ先 

地方独立行政法人 長野市民病院 財務課 宮澤 

TEL：026-295-1199 内線 4406 

9．その他 

(1) 応募に要する費用は応募者の負担とする 

(2) 提出書類は返却しない 

(3) 本要項に定めのない事項は本院の判断による 

(4) 本院は特定の事業者または製品を患者に対して購入するよう指示・強制するもので

はない。 

(5) 本要項に定めのない事項については、本院の判断によるものとする。 


